
指定管理者候補者の選定結果等について 

（三条市民プール） 

 

 三条市体育文化会館の指定管理者の指定について、公募により、以下のとおり候補者を選定

し、令和元年６月の三条市議会第２回定例会において指定の議案が可決されました。 

施 設 名 三条市体育文化会館 

所 在 地 三条市荒町二丁目１番３号 

指定管理者 

一般社団法人 三条まちづくり会社 

代表者 代表理事 長谷川 晴 夫 

住 所 三条市元町２番 16号 

指 定 期 間 令和元年 12月１日～令和６年３月 31日 

公募により 

選定した理由 

候補者の選定機関である外部委託等審査委員会において、申請のあ

った１団体の事業計画書における提案内容、収支予算書等について審

査基準表に基づいて審査を行い、管理運営コスト、サービス提供の手

法、施設管理の能力（物的・人的能力）等の観点から総合的に評価

し、（一社）三条まちづくり会社が指定管理者として適当であると判

断し、選定したものです。  

指定までの流れ 

公募期間         平成 31年２月 19日～４月８日まで 

外部委託等審査委員会   令和元年５月 14日 

指定管理者の指定     令和元年７月１日 

所 管 部 署 

〇三条市体育文化会館に関すること 

 福祉保健部 健康づくり課 スポーツ振興室 

 ＴＥＬ0256-34-5447（直通） 

 E-mail: kenko@city.sanjo.niigata.jp 

 

〇指定管理者制度に関すること 

 総務部 行政課 庶務係 

 ＴＥＬ0256₋34₋5516（直通） 

 E-mail: gyousei@city.sanjo.niigata.jp 

 

  


